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新株発行差止等仮処分命令の申立ての却下決定に対する 

即時抗告の棄却決定に関するお知らせ 
 

平成25年５月29日付「新株発行差止等仮処分命令の申立ての却下決定に対する即時抗告に関す

るお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、当社株主であるロイヤル観光有限会社（以下

「ロイヤル観光社」という）及び東拓観光有限会社（以下「東拓観光社」という）より、東京高

等裁判所におきまして新株発行差止等仮処分命令の申立て（以下「本申立て」という）の却下決

定に対する即時抗告を受けましたが、本日、東京高等裁判所より棄却する決定がなされましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．即時抗告の棄却決定に至った経緯 

当社は、平成25年５月14日付「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知ら

せ」で開示いたしましたとおり、上田和彦氏を割当予定先とした第三者割当による新株式

の発行を実施することを決議しております。これに対して、ロイヤル観光社及び東拓観光

社が、当社に対し、同月17日、東京地方裁判所におきまして本申立てを行いましたが、同

月28日、東京地方裁判所は、本申立てについて、理由がないものとして却下決定を言い渡

しました。さらに同月29日、ロイヤル観光社及び東拓観光社は、同却下決定に対して、即

時抗告を行いましたが、本日、東京高等裁判所は、即時抗告について、理由がないものと

して棄却決定を言い渡しました。 

 

２．即時抗告の棄却決定があった裁判所及び年月日 

(１) 即時抗告の棄却決定がされた裁判所 東京高等裁判所 

(２) 即時抗告の棄却決定があった年月日 平成25年５月31日 

 

３．即時抗告をした者 

(１) 名 称 ロイヤル観光有限会社 

(２) 本 店 所 在 地 広島県広島市中区広瀬北町３番36号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役  瀬川 洋幸 

 

(１) 名 称 東拓観光有限会社 

(２) 本 店 所 在 地 広島県広島市中区広瀬北町３番36号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役  山田 孝義 

 



 

  

４．却下決定の内容 

(１)  本件抗告をいずれも棄却する。 

(２)  抗告費用は、抗告人らの負担とする。 

 

５．今後の方針及び見通し 

今回の棄却決定につきましては、当社の新株発行が適法であることを認定するものであ

り、妥当なものであると考えております。 

今後、ロイヤル観光社及び東拓観光社による不服申立てがなされた場合等には、適宜、

開示してまいります。 

 

 

 

以   上 


